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  遠軽町水質検査計画 
 

遠軽町経済部水道課 
 

 

 

 
水質検査計画とは 
水質検査は、水質基準に適合していることを確認するため不可欠なものです。 

水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するため検査項目等を定めたものです。 

 

 

１．基本方針 

２．水道事業の概要 

３．原水及び浄水の水質状況 

４．水質検査項目及び検査頻度、採水点及びその理由 

５．臨時の水質検査 

６．水質検査機関 

７．水質検査計画及び検査結果の公表 

８．その他 

 

 

 
遠軽町の浄水場は、湧別川水系の表流水、深層地下水を水源としています。常に変化す

る河川水は良質な水道水にするため、水源の状態を常に把握し水質に応じた適切な浄水処

理を行う必要があります。 

このため遠軽町水質検査計画を策定し、この計画に基づき水質検査を行い適切な水質管

理に努めるとともに、検査結果の情報を定期的に公表していきます。 

また、水質検査の結果等を反映して事業年度毎に計画の見直しを行い、水質管理体制の

更なる充実と強化に努めるとともに、常に水質基準に適合した清浄で豊富な水道水を供給

するための維持管理を行います。 
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１．基本方針 

（１）検査地点 

検査地点は、水質基準が適用される浄水（給水栓水）に加え、原水も行います。 

（２）検査項目 

検査項目は、安全及び法令を充分考慮して選定いたします。 

（３）検査頻度 

検査頻度は、安全及び法令を充分考慮して定めます。 

 

 

２．水道事業の概要 

（１）給水区域及び給水状況                    ※令和６年度末 

地区名 給水区域 給水人口 

１日最大 

給水量 

(実績値) 

１日平均  

給水量 

(実績値) 

遠軽地区 

岩見通南１丁目から岩見通南４丁目まで、岩

見通北１丁目か ら岩見通北１１丁目まで、

大通南１丁目から大通南４丁目まで、大通北

１丁目から大通北１１丁目まで、１条通南１

丁目から１条通南３丁目まで、１条通北１丁

目から１条通北１０丁目まで、２条通南１丁

目から２条通南２丁目まで、２条通北１丁目

から２条通北８丁目まで、南町１丁目から南

町４丁目まで、東町１丁目から東町５丁目ま

で、寿町、西町１丁目から西町３丁目まで、

宮前町、福路１丁目から福路３丁目まで、学

田１丁目から学田５丁目の全域 

 

豊里、向遠軽、清川、野上、丸大、留岡、生

田原水穂の一部の区域 

13,745 人 6,989 ㎥ 6,423 ㎥ 

丸瀬布地区 

丸瀬布中町及び丸瀬布西町の全域、 

若咲内、丸瀬布東町、丸瀬布元町、丸瀬布新

町、丸瀬布水谷町、丸瀬布金山、丸瀬布天神

町、丸瀬布南丸の一部の区域 

1,003 人 941 ㎥ 530 ㎥ 

生田原地区 
生田原、生田原伊吹、生田原岩戸の一部の区

域 
710 人 356 ㎥ 307 ㎥ 

安国地区 生田原安国、生田原水穂の一部の区域 434 人 221 ㎥ 168 ㎥ 

瀬戸瀬地区 瀬戸瀬東町、瀬戸瀬西町の一部の区域 52 人 123 ㎥ 64 ㎥ 

白滝地区 
白滝、東白滝、白滝北支湧別及び白滝支湧別

一部の区域 
359 人 274 ㎥ 212 ㎥ 
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（２）浄水場の名称および施設概要 

浄水場名 取水水源 水源種別 水利権 給水能力 計画浄水量 

清川浄水場 
湧別川水系 

湧別川 

表流水 

（河川水） 

9,220 m3/日 
（令和8年度更新） 

9,800 m3/日 7,911 m3/日 

丸瀬布浄水場 

湧別川水系 

丸瀬布川支流 

松田沢川 

1,090 m3/日 

1,245 m3/日 1,119 m3/日 

湧別川水系 

丸瀬布川 
280 m3/日 

瀬戸瀬浄水場 

湧別川水系 

瀬戸瀬川支流 

高橋沢川 

152 m3/日 138 m3/日 133 m3/日 

旧安国浄水場 

湧別川水系 

生田原川支流 

仁田布川 

176 m3/日 160 m3/日 

97 m3/日 

176 m3/日 

合計 273 m3/日 

安国浄水場 
生田原水穂 

深層地下水 
地下水 ---- 250 m3/日 

生田原浄水場 
生田原岩戸 

深層地下水 
地下水 ---- 560 m3/日 

302 m3/日 

302 m3/日 

合計 604 m3/日 

生田原ろ過設備 

湧別川水系 

生田原川支流 

温根沢川 

表流水 

（河川水） 
620 m3/日 460 m3/日 

白滝浄水場 
白滝北支湧別 

深層地下水 
地下水 ---- 504 m3/日 

194 m3/日 

247 m3/日 

合計 441 m3/日 

旧白滝浄水場 

湧別川水系 

支湧別川支流 

湯ノ沢川 

表流水 

（河川水） 
748 m3/日 680 m3/日 
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（３）浄水の処理方法及び使用薬品 

浄水場名 
浄水処理方

法 
凝集剤 補助剤 脱臭剤 滅菌剤 

清川浄水場 急速ろ過 
ポリ塩化アルミニウム

（ＰＡＣ） 

消石灰 

※高濁度に

限り使用 

粉末活性炭 

※高濁度・

高色度に限

り使用 

次亜塩素酸 

ナトリウム 

丸瀬布浄水場 

緩速ろ過 

ポリ塩化アルミニウム

（ＰＡＣ） 

※高濁度・高色度時に限

り使用。 

---- ---- 

瀬戸瀬浄水場 --- 

安国浄水場 急速ろ過 
ポリ塩化アルミニウム

（ＰＡＣ） 

旧安国浄水場 緩速ろ過 --- 

生田原浄水場 深層地下水 --- 

生田原ろ過設備 急速ろ過 
ポリ塩化アルミニウム 

（ＰＡＣ） 

白滝浄水場 急速ろ過 
ポリ塩化アルミニウム 

（ＰＡＣ） 

旧白滝浄水場 緩速ろ過 --- 

 

３．原水及び浄水の水質状況 

（１）原水の状況 

①清川浄水場 

清川浄水場では、水量豊富な湧別川本流を水源としていますが、降雨の影響を受け

やすく、大雨時や融雪期には原水の濁度及び色度が高くなります。 

また、取水地点上流域には水質の汚染要因となるものもあることから、管理上注意

すべき項目、また浄水場施設での使用薬品などからも注意すべき項目があります。 
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  ②丸瀬布浄水場 

丸瀬布浄水場では、湧別川水系丸瀬布川支流松田沢川を水源とする取水地点と、湧

別川水系丸瀬布川を水源とする２箇所の取水地点を有しています。 

 松田沢川の取水地点上流は国有林であることから、人的な汚染等の心配は無く安定

した水質ではあるものの、降雨時や融雪期には原水の濁度及び色度の上昇に注意が必

要です。 

丸瀬布川は水量豊富で安定した水質ではあるものの、取水地点上流域は上丸地区の

集落があり人的な汚染要因が懸念されます。また降雨時や融雪期には原水の濁度及び

色度の上昇に注意が必要です。 

 

③瀬戸瀬浄水場 

瀬戸瀬浄水場では、湧別川水系瀬戸瀬川支流高橋沢川を水源としています。 

取水地点上流は国有林であることから、人的な汚染等の心配は無く安定した水質で

はあるものの、降雨時や融雪期には原水の濁度及び色度の上昇に注意が必要です。 

 

④生田原浄水場 

   生田原浄水場は、深層地下水を水源とし、周囲の影響を受けにくい安定した水質を

得ることができ、原水・浄水とも１年を通して安定しています。 

 また、深層地下水の井戸水位低下等が懸念されるため、旧緩速ろ過浄水場の水源

である湧別川水系生田原川支流温根沢川を利用した、ろ過設備による急速ろ過を行

います。 

 取水地点上流は国有林であることから、人的な汚染等の心配は無く安定した水質

ではあるものの、降雨時や融雪期には原水の濁度及び色度の上昇に注意が必要で

す。 

 

⑤安国浄水場 

   安国浄水場は、深層地下水を水源とし周囲の影響を受けにくい安定した水質を得る

ことができますが、自然由来の鉄分等を含有しているため適切な浄水処理を行ってい

ます。 

   また、深層地下水の井戸水位低下等が懸念されるため、湧別川水系生田原川支流仁

田布川を水源とした、旧安国浄水場を再使用し緩速ろ過を行います。 

取水地点上流は国有林であることから、人的な汚染等の心配は無く安定した水質で

はあるものの、降雨時や融雪期には原水の濁度及び色度の上昇に注意が必要です。 

 

⑥白滝浄水場 

   白滝浄水場は、深層地下水を水源とし周囲の影響を受けにくい安定した水質を得る

ことができますが、自然由来の鉄分等を含有しているため適切な浄水処理を行ってい

ます。 

   また、深層地下水の井戸水位低下等が懸念されるため、湧別川水系支湧別川支流湯

ノ沢川を水源とした、旧白滝浄水場を再使用し緩速ろ過を行います。 

取水地点上流は国有林であることから、人的な汚染等の心配は無く安定した水質で

はあるものの、降雨時や融雪期には原水の濁度及び色度の上昇に注意が必要です。 
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原水水質で留意すべき状況 

浄水場名 原水の汚染要因 
水質管理上 

注意すべき項目 

使用薬品及び資機材からの 

由来で注意すべき項目 

清川浄水場 

（表流水） 

降雨・融雪による濁水 

畜産農家等の排水 

油等による汚染事故 

濁度、色度、ｐＨ値、

臭気、一般細菌、大腸

菌、有機物（TOC） 

アルミニウム 

（凝集剤に含有する） 

 

塩素酸 

（次亜塩素酸ナトリウムを長

期保存した場合などに多く発

生する） 

丸瀬布浄水場 

（表流水） 

瀬戸瀬浄水場 

（表流水） 

旧安国浄水場 

（表流水） 

生田原ろ過設備 

（表流水） 

旧白滝浄水場 

（表流水） 

安国浄水場 

（深層地下水） 

施設設備の劣化、破損

等による汚染水流入 

濁度、色度、 

有機物（TOC） 

塩素酸 

（次亜塩素酸ナトリウムを長

期保存した場合などに多く発

生する） 

生田原浄水場 

（深層地下水） 

白滝浄水場 

（深層地下水） 

 

（２）水道水の水質状況 

遠軽町水道事業においては、原水の汚染要因や水質状況等注意すべき項目を踏ま

え、使用薬品などで適切な浄水処理を行い、水質基準を十分満足した安全で良質な水

道水を供給しています。 

各水道においては、取水環境がおおむね良好であるため水質も良好ですが、降雨時

や融雪期の原水水質悪化時には、各薬品注入量、ろ過速度調節などの適切な処理を行

い、水質基準を十分満足した安全で良質な水道水を供給しています。 
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４．水質検査項目及び検査頻度、採水地点及びその理由 

 

（１）水質基準が適用される浄水における水質検査項目と検査頻度 

 

①水質検査項目 

各浄水場ともに、法令に基づく水質検査表１の検査を行います。 

また、水質検査表２の検査も行います。 

 

②水質検査頻度 

各浄水場の浄水検査頻度の決定については、水道法施行規則第１５条第１項の３に

基づき次のとおり決定しました。 

 

ア 法令に基づく水質検査表１のうち、過去の検査結果、水源状況等により検査回

数を減らすことが出来る項目、検査省略が可能な項目についても、水質を確認す

るため５２項目検査を各浄水場最低年１回行います。 

 

イ 法令に基づく水質検査表１のうち、項目１、２、３９、４７～５２の水質基準検

査は、毎月行います。 

 

ウ 法令に基づく水質検査表１のうち、項目１０、及び２２～３２の消毒副生成物

検査は、３か月に１回行います。 

 

エ 法令に基づく水質検査表１のうち、項目２０、令和８年４月から追加された、

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び、ペルフルオロオクタン酸

（PFOA)検査は、３か月に１回行います。 

    

   オ 生田原ろ過設備は新設のため、旧白滝浄水場、旧安国浄水場は再使用のため、

上記イの水質基準のうち、全５２項目検査を３か月に１回行います。 

    

   カ 生田原浄水場、安国浄水場、白滝浄水場は、水源が深井戸であり井戸水位変動

等による水質確認のため上記イの水質基準のうち、全５２項目検査を６か月に１

回行います。 

 

キ 法令に基づく水質検査表２の検査は１日１回行います。 

さらに清川浄水場において浄水の濁度・残留塩素・ｐｈ値・水温を自動測定に

よる２４時間監視の他、色度を含めた手分析検査を毎日４時間おきに行います。 

     また、各浄水場に設置された自動測定のできる残留塩素計・濁度計等の遠隔監

視を清川浄水場で行います。 
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（２）原水における水質検査項目と検査頻度 

 

①水質検査項目 

各浄水場原水についても、水質確認のため浄水基準である法令に基づく水質検査表

１のうち、原水の採水地点において項目２２～３２、４８を除く４０項目の検査を各

浄水場最低年１回行います。 

 

②水質検査頻度 

ア 法令に基づく水質検査表１のうち、項目１、２、３９、４７～５２（４９味除

く）の水質基準検査及びクリプトスポリジウム指標菌検査は３か月に1回行いま

す。 

 

イ 法令に基づく水質検査表１のうち、２２～３１、４９を除く４０項目の検査は

年１回行います。 

 

ウ 生田原ろ過設備は新設のため、全４０項目検査を３か月に１回行います。 

 

エ 生田原浄水場、安国浄水場、白滝浄水場は、水源が深井戸であり井戸水位変動

等による水質確認のため、全４０項目検査を６か月に１回行います。 

 

（４）採水地点及びその理由 

清川浄水場、各配水場の採水地点及びその理由 

浄 
水
（
給
水
栓
水
） 

太陽の丘 

配水池系統 

運転管理委託業者 

水質モニタリング宅 
・１日１回検査 

常時採水が容易であ

り使用量も多く、水

質の把握が常にでき

るため 

 

※運転管理委託業者

により各配水池系統

に水質モニタリング

を実施 

留岡配水池系統 北海道家庭学校給食棟 ・１日１回検査 

豊里配水池系統 

運転管理委託業者 

水質モニタリング宅 
・１日１回検査 

みなみ児童館 

・一般検査 

・消毒副生成物検査 

・全項目検査 

原 

水 

清川浄水場着水井 

・毎日検査（濁度、温度、PH値の自動連続監視及

び毎日４時間毎に温度、PH値、臭

気、濁度、色度の検査） 

・一般検査 

・クリプトスポリジウム指標菌検査 

・全項目検査 

浄水場に着水した原

水で水質の把握の上

で代表的な水である

ため 
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 各浄水場の採水地点及びその理由 

 

 

５．臨時の水質検査 

 

水源等において次のような異常が発生し、水道水が水質基準に適合しない恐れが生じた

場合、臨時の検査を実施し水道水の安全性の確認を行います。 

 

○ 水源水質が大雨などで著しく悪化した場合 

○ 水質事故などによる異常が発生した場合 

○ 水源付近や送・配水区域及びその周辺で消化器系伝染病が流行した場合 

○ 浄水処理工程で異常があった場合 

○ 大規模な送・配水管の事故等が発生した場合 

○ その他特に必要と認められる場合 

 

検査の結果、水質基準を超えた異常が検出された場合は直ちに必要な措置を実施し、そ

の際、広報活動等を徹底し住民の健康を損なわないよう配慮いたします。 

浄 

水
（
給
水
栓
水
） 

丸瀬布浄水場 丸瀬布総合支所 

・一般検査 

・消毒副生成物検査 

・全項目検査 

 

・１日１回検査 

運転管理委託業者 

水質モニタリング宅 

公共の施設で常時採

水が容易であり、使

用量も多く、水質の

把握が常にできるた

め 

 

※運転管理委託業者

により浄水場毎に水

質モニタリングを実

施 

 

瀬戸瀬浄水場 瀬戸瀬公民館 
夏季パークゴルフ場 

白滝浄水場 
白滝公営住宅・白滝駅 
新・旧浄水場混合水 

※白滝浄水場サンプリング 

生田原浄水場 
生田原総合支所 
ろ過設備・浄水場水混合水 

※生田原ろ過設備サンプリング 

安国浄水場 
生田原総合支所安国出張所 
新・旧浄水場混合水 

※安国浄水場浄水サンプリング 

原 
 

水 

丸瀬布浄水場 
丸瀬布浄水場着水井 

丸瀬布川ポンプ井 

・一般検査 

・クリプトスポリジ

ウム指標菌検査 

 

・全項目検査 

取水口、又は浄水場

に着水した原水で、

水質の把握の上で代

表的な水であるため 

瀬戸瀬浄水場 瀬戸瀬浄水場着水井 

生田原浄水場 

生田原ろ過設備 

生田原浄水場着水井 

旧生田原浄水場着水井 

安国浄水場 

旧安国浄水場 

安国浄水場着水井 

旧安国浄水場着水井 

白滝浄水場 

旧白滝浄水場 

白滝浄水場着水井 

旧白滝浄水場着水井 
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６．水質検査方法及び委託内容 

 

（１）１日１回行う検査項目 

 

遠軽町水道事業浄水場運転管理委託業者職員宅、採水モニタリング依頼者宅等で行

います。 

 

（２）定期水質検査項目 

 

 水道法第２０条第３項に規定される登録水質検査機関へ委託します。 

 

   ・採水方法  水道課職員、運転管理業務委託会社職員及び水質検査委託機関職員

が、試料取扱標準作業書の通り採水します。 

   ・運搬方法  採水容器等は水質検査機関が用意し、採水後１２時間以内に試験開

始しとされた検査が実行可能な時間内に回収運搬します。 

 

（３）臨時の水質検査 

 

 臨時の水質検査が発生した場合は、対応可能な近隣市町村（紋別市、北見市）へ協

力を依頼します。 

 

 

７．水質検査計画及び検査結果の公表について 

 

（１）水質検査計画は毎事業年度の開始前に作成し、遠軽町ホームページと遠軽町役場経

済部水道課で公表いたします。 

 

（２）水質検査結果についても、遠軽町ホームページで公表いたします。 

遠軽町のホームページアドレス http://engaru.jp  

 

※情報の直接請求につきましては、次の連絡先までお問い合わせ願います。 

〒099-0492 

北海道紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地１ 

遠軽町役場 経済部水道課 

電話：0158-42-4815 メール：suidou@engaru.jp 

 

〒099-0422 

北海道紋別郡遠軽町清川487 

遠軽町清川浄水場 

電話：0158-42-4834 メール：jousui@engaru.jp 

 

http://engaru.jp/
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８．その他留意事項 

（１）水質検査計画の変更について 

水質検査計画は、毎年度改定するとともに、法、規則、条例改正及び水質検査委託

先の変更等の事情により計画内容に相違が生じた場合は改定を行います。 

 

（２）関係者との連携について 

水質検査委託機関とは、臨時の水質検査等を迅速に行えるよう連絡体制を保ちま

す。 

万が一水道事故等が発生した場合は、関係機関と連携し適切な処置を行います。 
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法令に基づく水質検査    水質検査表１ 
 項   目 基 準 値 原則頻度 法的検査回数減 項目の概要 

1 一般細菌 100個/mℓ以下 
月１回 不可 病原微生物 

2 大腸菌 不検出 

3 カドミウム及びその化合物 0.003㎎/ℓ以下 

年４回 注１のとおり 金属類 

4 水銀及びその化合物 0.0005㎎/ℓ以下 

5 セレン及びその化合物 0.01㎎/ℓ以下 

6 鉛及びその化合物 0.01㎎/ℓ以下 

7 ヒ素及びその化合物 0.01㎎/ℓ以下 

8 六価クロム化合物 0.05㎎/ℓ以下 

9 亜硝酸態窒素 0.04㎎/ℓ以下 年４回 注１のとおり 無機物 

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01㎎/ℓ以下 年４回 不可 無機物質・消毒副生成物 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10㎎/ℓ以下 

年４回 注１のとおり 

無機物 12 フッ素及びその化合物 0.8㎎/ℓ以下 

13 ホウ素及びその化合物 1.0㎎/ℓ以下 

14 四塩化炭素 0.002㎎/ℓ以下 

有機物 

15 1,4-ジオキサン 0.05㎎/ℓ以下 

16 
シス－1,2－ジクロロエチレン及び 

トランス－1,2－ジクロロエチレン 
0.04㎎/ℓ以下 

17 ジクロロメタン 0.02㎎/ℓ以下 

18 テトラクロロエチレン 0.01㎎/ℓ以下 

19 トリクロロエチレン 0.01㎎/ℓ以下 

20 
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）

及び、ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 
0.00005㎎/ℓ以下 

21 ベンゼン 0.01㎎/ℓ以下 

22 

 
塩素酸 0.6㎎/ℓ以下 

年４回 不可 消毒副生成物 

23 

 
クロロ酢酸 0.02㎎/ℓ以下 

24 

25 

 

クロロホルム 0.06㎎/ℓ以下 

25 ジクロロ酢酸 0.03㎎/ℓ以下 

26 ジブロモクロロメタン 0.1㎎/ℓ以下 

27 臭素酸 0.01㎎/ℓ以下 

28 総トリハロメタン 0.1㎎/ℓ以下 

29 トリクロロ酢酸 0.03㎎/ℓ以下 

30 ブロモジクロロメタン 0.03㎎/ℓ以下 

31 ブロモホルム 0.09㎎/ℓ以下 

32 ホルムアルデヒド 0.08㎎/ℓ以下 

33 亜鉛及びその化合物 1.0㎎/ℓ以下 

年４回 
注１のとおり 

金属類 
34 アルミニウム及びその化合物 0.2㎎/ℓ以下 

35 鉄及びその化合物 0.3㎎/ℓ以下 

36 銅及びその化合物 1.0㎎/ℓ以下 

37 ナトリウム及びその化合物 200㎎/ℓ以下 無機物 

38 マンガン及びその化合物 0.05㎎/ℓ以下 年４回 金属類 

39 塩化物イオン 200㎎/ℓ以下 月１回 注２のとおり その他 

40 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300㎎/ℓ以下 

年４回 注１のとおり 

無機物 

41 蒸発残留物 500㎎/ℓ以下 その他 

42 陰イオン界面活性剤 0.2㎎/ℓ以下 

有機物 

43 ジェオスミン 0.00001㎎/ℓ以下 藻の発生時期 

月１回 
藻の発生時期月１回 

44 2-メチルイソボルネオール 0.00001㎎/ℓ以下 

45 非イオン界面活性剤 0.02㎎/ℓ以下 
年４回 注１のとおり 

46 フェノール類 0.005㎎/ℓ以下 

47 有機物等（ＴＯＣ） 3㎎/ℓ以下 

月１回 注２のとおり その他 

48 ｐＨ値 5.8以上8.6以下 

49 味 異常でない 

50 臭気 異常でない 

51 色度 5度以下 

52 濁度 2度以下 

注１ 原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去３年間における当該事項についての検査結果が
基準値の５分の１以下であるときは、概ね１年に１回以上と、過去３年間における当該事項についての検査結果が、基準値の

１０分の１以下であるときは、概ね３年に１回以上とすることができる。 
注２ 自動連続測定・記録をしている場合、概ね３か月に１回以上とすることができる。 
注３ 生田原ろ過設備は新設のため、旧白滝浄水場、旧安国浄水場は再使用のため検査回数は省略できない。 
       水質検査表２ 

 １日１回行う検査項目 評 価 

1 色 異常なし 

2 濁り 異常なし 

3 消毒の効果（残留塩素） 0.1㎎/ℓ以上 

 


